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要約 
 本研究は、2021 年にわが国と欧州連合（以下「EU」という。）との間で合意
された「日・EU グリーンアライアンス」１をうけて、とくに気候変動や環境に
関する分野と税制の関係について分析・考察を試みる。第一に、気候変動対策や
環境保護に関して包括的な取組みを実施しこの分野の最先端に立っていると考
えられる EU の政策を整理する。第二に、EU における気候変動対策や環境保護
に関係する税制が SDGs に具体的にどのような効果を有するのか検証する。あ
わせて、EU 加盟国の各国税制も参照する。第三に、わが国における環境政策及
び税制を分析する。第四に、EUの目標に対するわが国制度の十分性について考
究する。最後に、「日・EU グリーンアライアンス」による合意がなされたことに
より、わが国の税制を含む政策が EU から受ける影響を探る。本稿においては、
第一の部分、すなわち EU の政策について論ずる。 
 
１．はじめに 

EU は、EU の中長期的成長戦略として 2010 年に「欧州 2020－スマートで持
続可能かつ包括的な成長－」２に合意した。EU 加盟国の税制の持続可能性が問
題提起された。増税が必要な場合において、労働への増税は過去に大きな犠牲を
はらったことから、むしろ税負担を労働からエネルギー税・環境税に移すべきで
あるとしている。また、EU レベルにおいて、温室効果ガス排出量取引規制、エ
ネルギー課税指令および国家援助の枠組みの改正などにより、それらの枠組み
を強化することを明言した。 

EU は、2019 年に「欧州グリーンディール」３を掲げ、気候中立を達成するた
めの目標を示した。2021 年 6 月には、「欧州気候法（気候中立を達成するための
枠組みを定め、規則(EC)401/2009 及び(EU)2018/1999 を改正する欧州議会及
び理事会の規則(EU)2021/1119）」４が欧州議会及び EU 理事会で採択され、同
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年 7 月 9 日に公布、7 月 29 日に施行された。さらに、2021 年 7 月 14 日に、EU
委員会が気候目標を達成するためにいわゆる「Fit for 55」５と呼ばれる包括的政
策案を公表した。 
要約すると、欧州グリーンディールは、EU経済を持続可能な未来へ移行させ

るための政策であり、2050 年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする気
候中立を目標として掲げている。欧州気候法は、欧州グリーンディールに法的効
力を持たせた。Fit for 55 には、排出量取引への規制強化、エネルギー効率・再
生可能エネルギーに関する目標の引き上げ、炭素国境調整メカニズムへの対応
などとともに、エネルギー製品や電力などへの租税政策に関しても気候目標達
成のために、規則や指令の改正や新法案により見直すことが盛り込まれている。
税制について具体的には、2003 年に施行されたエネルギー課税指令 ６の改正が
挙げられている。2022 年 12 月には、炭素国境調整メカニズムを導入すること
に合意がなされた ７。これは、EU 排出量取引規制のもとで生産される EU 製品
と輸入品とを比較し、輸入品に含まれる炭素量が多い場合に、当該輸入品に租税
等を課す制度である。加えて、たとえば EU排出量取引指令 ８の改正による軽減
税率の改正やあらたな課税も考えられる。このように、EU は、事実上、温室効
果ガス排出量に応じて課税する炭素税と電気やエネルギー量に応じて課税する
エネルギー税を組み合わせることによって、環境問題対策等を講じることにな
ると思われる。なお、本稿では、炭素税とエネルギー税をあわせて環境税という。 
気候変動対策や環境保護における租税の主たる意義は、課税による抑制効果

と税収をこれらの対策に用いることができる財源としての効果である。後者の
意味において、国家援助は特定の事業又は産品に対するいわゆる租税支出であ
ることから、国家援助規範も検討すべきであろう。Fit for 55 で掲げた個別の目
標項目を達成するために、国家援助ガイドラインの見直しも掲げられている。 
 EU は、気候変動や環境問題について地球規模での対策が必要であることから
第三国と連携すべきであると考えている ９。EU は、「欧州の未来－欧州議会はそ
のビジョンを打ち出している」１０において、「欧州基準の輸出」を目標とすると
言及している。これは、EU の基準をグローバル基準にすることを意味している。
直近であれば EU 一般データ保護規則（GDPR）で、EU の目標はかなえられた
１１。また、わが国は、EU がはじめてグリーン・アライアンスを組んだ第三国で
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ある。さらに、EU の上述のような政策について、実務上最も影響を受けると思
われるのは、EU に輸出する企業であろう。これらのことから、EU における議
論の分析は、わが国を含む第三国にも示唆を与えうると考えられる。 
本研究の導入としての本稿では、EU における気候変動対策等に関する税制を

整理し、その課題を論ずる。 
 
２．EU における環境税の権限 

EU 条約 5 条は、EUの権限に関する 3 つの原則、すなわち個別授権原則、補
完性原則および比例性原則を規定している。個別授権原則とは、EU は EU 基
本条約 １２に定める目的を達成するために加盟国により付与された権限の範囲
内に限り行動することを意味する １３。したがって、EU の行為は法的根拠に基
づかなければならない １４。EU 機能条約 2 条ないし 6 条は、EU の権限を「排
他的権限」、「共有権限」および「補充的権限」と 3 つに区分している。関税同
盟を除き租税は上述の 3 区分のいずれにも明示されていない。一方で、EU機
能条約 113 条は、「理事会は、特別立法手続に従い、欧州議会及び経済社会評
議会と協議した後に、売上税、消費税及びその他の間接税に関する法律の調和
化のための規定を、全会一致

．．．．
により採択する。ただし、そのような調和化が域

内市場の設立及び運営並びに競争の歪曲の回避を確保するのに必要な場合に限
る。（傍点－筆者）」と定めている。環境税は一般に間接税である。したがっ
て、EU は環境税に関する法律の調和についてのみ権限を有する。ただし、加
盟国の「全会一致」を要件とする。 
 
3．エネルギー課税指令 
（1）エネルギー課税指令の沿革と内容 

EU 機能条約第 3 部第 20 編に環境に関する規定（191 条ないし 193 条）があ
る。これらの規定は、1987年に発効された単一欧州議定書によって導入された。
EU 委員会は、1992 年に EC条約 93 条および 175 条（現在の EU 機能条約 113
条および 192 条）に基づき、「鉱油税の構造に関する調和指令」１５および「鉱油
税に関する税率の接近指令」１６が導入された。この 2 つの指令は、付加価値税
とたばこ税・アルコール税・鉱油税の調和の過程において合意された １７。ここ
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から 2003 年のエネルギー課税指令が採択されるまでの間、当該指令の対象とな
る鉱油税に石炭、天然ガスおよび電力が含まれていなかったこともあり、EU委
員会は環境税の調和にむけて積極的に政策提言を行った １８。しかしながら、イ
ギリス、スペインやポルトガルなどの一部の加盟国の反対により合意に至らな
かった。とくに、イギリスは国家主権の侵害を主張した。EU の権限については
上述したとおりであるところ、「忍び寄る権限拡張（competence creep）」１９と
表現されることもある。すなわち、法的根拠となる規定が EU の権限を曖昧に定
義していることを利用して、EU はその権限を拡張しているとの批判を受けてい
る。EU における権限と税制についての詳細な分析は、別稿を期す。 

2003年のエネルギー課税指令前文において、その導入目的が説明されている。
石炭、天然ガスおよび電力に関して調和されていないこと、および加盟国によっ
て適用されるエネルギー税が異なることは、域内市場の適切な機能において有
害である ２０、競争の歪みは排除されるべきであり、調和によってコスト削減の
インセンティブが与えられる ２１ことなどが挙げられている。当該指令は、合意
への道のりが困難であったことに起因するのか、政治的妥協によるものか、その
中身は、移行期間が長く優遇制度も豊富であり税率も低く、効果が薄いものとな
っていると思われる。 
 
（2）エネルギー課税指令の改正 

Fit for 55 によりエネルギー課税指令は改正が予定されている。欧州議会の研
究員である Miroslava Karaboytcheva は、「現在の指令 2003/96/ECは、時代遅
れであり、EU の気候およびエネルギーに関する目標に一致していない。（当該
指令によれば－筆者）化石燃料の使用を促し、域内市場の適切な機能に貢献しな
い。」２２と述べている。 

Fit for 55 に基づき提出されたエネルギー課税指令改正案 ２３の概要は以下の
とおりである。 
改正案の理由及び目的：2003 年の指令は、現在の EUの政策と整合せず、域内
市場の適切な機能を阻害していること、また租税減免などの優遇措置により共
通のルールとして指令を導入したにもかかわらず競争を歪めている可能性が
高いことから、エネルギー課税が気候目標と一致することを確認するために改
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正を検討する。課税は、適切な価格に反映され、持続可能な消費と生産に適切
なインセンティブを提供することにより、環境問題等に直接的な役割を果たす
ことが期待される。 
改正内容の概要：①新しい燃料・エネルギー源が出現した場合にも対応できる
制度にする。②化石燃料の使用を促進するような多くの優遇措置と低い税率を
見直す。具体的には、化石燃料には高い税負担を課し、再生可能エネルギーに
は低い税負担を課す。③明確性や法的安定性を確保する。④結果として、加盟
国の歳入を生み出す。 
移行措置：経済的困窮世帯への暖房用燃料への課税を 10 年間免除すること、
税の再分配機能を加盟国の裁量で働かせること、など。 
 
前文（3）：欧州グリーンディールに基づき、2030 年までに正味の温室効果ガス
排出量を 1990 年と比較し 55％以上削減することを目的とする。 
前文（9）：エネルギー製品と電気エネルギーの含有量に環境性能を考慮して課
税する。エネルギー製品リストは更新される。 
前文（10）：財政的中立性を確保するために、エネルギー課税の対象となるエネ
ルギー製品に同じレベルの課税を行う必要がある。 
前文（13）：一般原則として、加盟国はエネルギー製品および電力に対して、EU
指令で定められた最低課税レベル以上の課税を行う必要がある。 
前文（30）：脱税、租税回避または法の濫用リスク回避のために、課税対象とな
るエネルギー製品の統一および標準化された取り扱いをする。 
前文（36）：5 年ごとに指令の適用状況を理事会に報告する。 
 
前文（9）（10）（30）は、2003 年の指令にはなかった文言である。前文（10）
は、特定の課税対象を優遇しないことを明言し、2003 年の指令のデメリットと
された部分を是正している。たとえば、2003 年の指令によればモーターの燃料
として用いられるガソリンとディーゼルでは、ディーゼルの方が低い税率が適
用されるが、改正案によればこれが是正される。改正案によれば、エネルギー製
品と電力を種類ごとに分類し、エネルギー含有量と環境性能にしたがってラン
ク付けする。結果として、最も有害な燃料が最も高く課税されることになる。
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2003 年の指令は、指令導入時に決められた価格を用いていたところ、改正案で
は最新の価格を反映するように消費者物価指数を用いて毎年更新される。 
 改正指令案における最低税率は、すべて 1 ギガジュール（GJ）あたりで表さ
れる。たとえば、軽油やガソリンなどの化石燃料、持続不可能なバイオ燃料は、
モーター燃料として用いる場合は 10.75 euro/GJ であり、暖房に使用する場合
は 0.9 euro/GJ である。この税率が一般税率となる。次に、化石燃料ではあるも
のの短期的に脱炭素化がある程度見込まれるような天然ガス、LPS などは、移
行期間 10 年の間は、一般税率の 3 分の 2 が適用される。すなわち、モーター燃
料として用いる場合は 7.17 euro/GJ であり、暖房に使用する場合は 0.6 euro/GJ
である。持続可能ではあるものの先進的ではないバイオ燃料は、一般税率の半分
が適用される。すなわち、モーター燃料として用いる場合は 5.38 euro/GJ であ
り、暖房に使用する場合は 0.45 euro/GJ である。最低税率 0.15 euro/GJ が適用
されるカテゴリーは、用途に関係なく、電力、先進的な持続可能なバイオ燃料や
再生可能燃料がある。これら税率は、すべて附属書類 1２４にリスト化されてい
る。 
 特定の課税対象を優遇しないことにより課税ベースが拡大し、また最低税率
も底上げすることにより、エネルギー税の有害な競争が軽減されることになる。
加盟国は、一般に指令案以上の税率を国内法に定めることもあり、加盟国の歳入
も安定的に確保されると思われる。エネルギー含有量と環境性能によって税率
も異なり、化石燃料使用のインセンティブが削減される。毎年リストを更新する
ことにより、EU 目指す政策と一致する税制となると考えられる。このように、
指令案は 2003 年の指令の欠点を克服したような構成になっている。他方で、指
令であるため、加盟国ごとに一部内容や手続などが異なることが予想される。次
稿において、加盟国の既存の環境税制を当該指令案に照らして分析する。 
 
4．炭素国境調整メカニズムの導入 
 炭素国境調整メカニズムは、昨年末に合意がなされ、2023 年 10 月 1 日から
適用されることが予定されている。これは、上述のとおり EU 排出量取引規制の
もとで生産される EU製品と輸入品の炭素価格を等しくする制度である。EU製
品は、原則として EU排出量取引規制にしたがい炭素許容量以下となるように製
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品を生産する。輸入品は当該炭素許容量を超えた部分について租税等が課され
ることになる。租税等を課されたくなければ、EU 排出量取引規制に従わざるを
得ず、EU製品と同等の規制下に置かれることになる。炭素国境調整メカニズム
の対象は、鉄鋼、セメント、アルミニウム、化学肥料、電気とし、ネジやボルト
など鉄鋼の川下製品にまで拡張される。また、EU 製品委員会は、2030 年まで
に、有機化合物や高分子化合物など、炭素排出リスクがある製品にもその対象範
囲を拡大するか検討するとしている。 
 当該メカニズムは、EU だけでなく地球規模での気候変動対策等を講じる必要
性から考えられたが、EU 加盟国以外の第三国はその対策に追われることになる
だろう。現行案では報告や証明義務も課されることになっているため、コンプラ
イアンス・コストもかかると思われる。 
 
5．おわりに 
 本稿では、EU における環境税制を概観した。EU においては、税制を除く環
境政策は先駆者であるが、環境税制については停滞していた。これは、EU が単
一国家または連邦国家ではなく、加盟国が自らの主権を制限し、主権を共有して
統合する組織であることに起因する。とくに租税については、EUに権限がほと
んど委譲されていない。環境税を含む間接税については、EU 機能条約 113 条に
より EU は調和する権限を有することができる。ただし、これは加盟国の全会一
致が必要となる。このように環境税を含む租税分野においては、EU に排他的権
限が与えられている分野と比較して、EU レベルで政策を打ち立てることは難し
い場合がある。換言すれば、この分野においては加盟国にその権限が留保されて
いることになる。したがって、加盟国税制を含めたところで分析検討する必要が
ある。 
 要約に掲げた第二から第四について、次回以降の紀要に投稿予定である。 
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